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2026年５月 22日 

各 位 

 

会 社 名  株式会社エーアンドエーマテリアル 

代 表 者  代表取締役社長  巻 野  徹 

コード番号   5391（東証スタンダード） 

問合せ先  経営企画部長  髙 谷 啓 介 

電話番号  03‐3458‐9380 

 

 

自己株式を活用した第三者割当による第１回新株予約権及び第２回新株予約権 

（固定行使価額型）の発行に関するお知らせ 

 

当社は、2026年５月22日開催の取締役会において、以下のとおり、香港に所在する機関投資家である

Long Corridor Asset Management Limited（香港 SFC登録番号：BMW115）（以下、「LCAM」といいます。）

が一任契約の下に運用を行っている、英国領ケイマン島に設立された免税有限責任会社（Exempted 

Company in Cayman with Limited Liability）である Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund

（以下、「LCAO」といいます。）、英国領ケイマン島に設立された分離ポートフォリオ会社（Segregated 

Portfolio Company）である LMA SPC の分離ポートフォリオ（Segregated Portfolio）である MAP246 

Segregated Portfolio（以下、「MAP246」といいます。）及び英国領ケイマン島に設立された免税有限責

任会社（Exempted Company in Cayman with Limited Liability）である BEMAP Master Fund Ltd.（以下

「BEMAP」といい、LCAO、MAP246及びBEMAPを個別に又は総称して、以下、「割当予定先」といいます。）

を割当予定先として、第三者割当の方法による第１回新株予約権（以下、「本第１回新株予約権」といい

ます。）及び第２回新株予約権（以下、「本第２回新株予約権」といい、本第１回新株予約権と併せて

「本新株予約権」といいます。）を発行することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本新株予約権の行使により割当予定先に交付されることとなる当社株式の全てにつき、当社が

保有する自己株式 1,300,000株を充当する予定です。 

 

１．本新株予約権の概要 

（１） 割 当 日 2026年６月８日 

（２） 発 行 新 株 予 約 権 数 13,000個 

 本第１回新株予約権 6,500個 

 本第２回新株予約権 6,500個 

（３） 発 行 価 額 総額 4,868,500円 

（本第１回新株予約権１個につき 486円、本第２回新株予約権１個

につき 263円） 

（４） 当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

1,300,000株（新株予約権１個につき 100株） 

 本第１回新株予約権 650,000株 

 本第２回新株予約権 650,000株 

（５） 調達資金の額（新株予

約権の行使に際して出

資される財産の価額） 

2,929,868,500円（差引手取概算額：2,839,098,500円） 

（内訳） 

本第１回新株予約権 

 新株予約権発行による調達額：    3,159,000円 
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新株予約権行使による調達額：1,300,000,000円 

本第２回新株予約権 

 新株予約権発行による調達額：    1,709,500円 

新株予約権行使による調達額：1,625,000,000円 

差引手取概算額は、本新株予約権が全て行使価額で行使された場合

の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予

約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行

諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、本新株予約権の

行使期間中に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権

を消却した場合及び行使価額が調整された場合には、減少する可能

性があります。 

（６） 行 使 価 額 本第１回新株予約権 2,000円 

本第２回新株予約権 2,500円 

本新株予約権は、いずれも行使価額が固定されており、行使期間中

に行使価額の修正は行われません（固定行使価額型）。 

（７） 募 集 又 は 割 当 方 法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 

本第１回新株予約権 

LCAO  4,810個 

MAP246   520個 

BEMAP  1,170個 

本第２回新株予約権 

LCAO  4,810個 

MAP246   520個 

BEMAP  1,170個 

（８） 新株予約権の行使期間 2026 年６月９日から 2029 年６月８日までとします。なお、行使期

間最終日が営業日でない場合はその前営業日を最終日とします。 

（９） そ の 他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力

発生後に、本新株予約権に係る総数引受契約（以下、「本新株予約

権引受契約」といいます。）を締結する予定です。 

本新株予約権引受契約においては、割当予定先が新株予約権を譲渡

する場合には当社の事前の書面による承認を要する旨が規定される

予定です。 

 

２．募集の目的及び理由 

（１）募集の目的 

ア．当社グループの事業概要 

当社は、2000年10月１日、株式会社アスク（旧 朝日石綿工業株式会社）と浅野スレート株式会社

が合併し、株式会社エーアンドエーマテリアルとして新発足いたしました。 

2011 年には、創業以来の中核事業であった波型スレートの取り扱いを終了するという大きな決断の

もと、企業体質の強化に努めてまいりました。 

現在、当社グループは、当社及び子会社 10 社で構成され、建設・建材事業、工業製品・エンジニア

リング事業における製品製造、販売並びに工事の設計、施工を主な内容としております。 

 

（ア）建設・建材事業 

不燃ボード、化粧ボードなどの内外装材の製造・販売・施工、また鉄骨造の耐火被覆工事の設

計・施工、その他トンネル躯体の耐火材を取り扱っており、安心・安全な社会づくりに貢献してお

ります。 
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・不燃建築材料の製造、販売及び工事の設計、施工 

・低圧メラミン化粧板の製造、販売 

・鉄骨耐火被覆工事の設計、施工 

 

（イ）工業製品・エンジニアリング事業 

電力・ガス関連プラントや船舶などの保温・保冷・防熱・防音・防災に関する製品販売及び施工

を取り扱っております。また、自動車関連商品としてシール材やブレーキライニングも取り扱って

おります。 

・不燃紡織品、船舶用資材、防音材、伸縮継手他各種工業用材料・機器の販売 

・工業用摩擦材、シール材、保温保冷断熱材の製造、販売 

・保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工 

・自動車用を主とした産業用摩擦材、シール材の製造、販売 

 

（ウ）その他 

・不動産の賃貸等 

 

イ．当社グループの成長戦略① －長期経営構想「Vision2033」－ 

当社グループは、「建材に関する生産、化粧加工、施工の技術」と「熱、音、その他のエネルギーを

コントロールする技術」をもとに、安全で安心でき、快適な環境を創造する事業を通じて、生活環境

と社会基盤の充実並びに産業の発展に貢献する企業グループになることを目指しております。 

当社グループは、新たな未来像を描いた長期経営構想「Vision2033」（2023 年５月９日付公表）を

策定し、10年後のありたい姿を目指しております。 

 

（ア）長期経営構想「Vision2033」の概要 

当社グループは、不確実性の高まる経営環境の中、サステナブルな事業活動を通じて社会課題の

解決に貢献し続ける企業への進化を目指し、当社グループの新たな未来像を描いた長期経営構想

「Vision2033」を策定いたしました。 

これまで当社グループは、「熱をコントロールする技術」で安全・安心・快適な社会づくりに貢献

してきました。 

次の 10 年は、新たな事業領域への「挑戦」とグループ力の結集による「成長と変革」で、“心躍

る価値”を提供する企業へと生まれ変わり、持続可能な地球の未来を「創造」（CREATE)していきま

す。 

Collaboration（協働）：既成概念に捉われず、あらゆるステークホルダーとの協働を図ります。 

Resolution（解決）：“熱をコントロールする技術”を駆使し、様々な社会的問題を解決します。 

Environment（環境配慮）：さらに環境に配慮した経営を行い、持続可能な社会に貢献します。 

Association（連携）：部門、組織を超えた連携によるワンストップなビジネスモデルを展開しま

す。 

Transformation（変革）：ＤＸ（デジタル）、ＣＸ（コーポレート）、現状に捉われない未来志向型

企業に変革します。 

Evolution（進化）：そして、誰もが“心躍らせ”ワクワクする企業へと進化します。 

 

（イ）ビジョン達成に向けた３ステップ成長戦略 

当社グループは、「2026 中期経営計画」を１ｓｔ Ｓｔａｇｅ「挑戦と変革」と位置づけ、10 年

後にありたい姿からバックキャスティングした実施計画を策定し、その実現に向けた取り組みを進

めてまいります。 
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中期経営計画に

おける 

３ステップ 

１ｓｔ Ｓｔａｇｅ 

挑戦と変革 

（2024年度～2026年度） 

２ｎｄ Ｓｔａｇｅ 

成長 

（2027年度～2029年度） 

３ｒｄ Ｓｔａｇｅ 

創造 

（2030年度～2033年度） 

成長戦略 
環境事業への挑戦と事業の

サービス化への変革 

Ｍ＆Ａ・研究開発・事業領

域拡大によるグローバル＆

グループ価値経営での成長 

３ドメイン×ワンストップ

ソリューションで地球の未

来に貢献する新たな事業ブ

ランド価値を創造 

数値目標 

＜2026年度目標＞ 

売上高 500億円 

売上総利益率 25％ 

営業利益率 ７％ 

＜2029年度目標＞ 

売上高 700億円 

売上総利益率 27％ 

営業利益率 ７％ 

＜2033年度目標＞ 

売上高 1,000億円 

売上総利益率 30％ 

営業利益率 10％ 

 

（ウ）７つの基本方針 

１）「事業価値」の再定義による３つのドメイン展開 

新たな事業価値の定義に基づく組織再編と事業展開を企画・推進し、当社グループ間のシナジー

を生み出すビジネスモデルの確立を目指します。 

①建設・建材領域 

建設・建材領域における製造・販売・工事・サービス一体型のエリア密着サービスカバーモデ

ル 

②産業インフラ領域 

工業製品・エンジニアリング領域におけるワンストップで新たな価値を生み出す産業インフラ

ソリューションモデル 

③環境領域 

グループ連携により環境領域を開拓する環境貢献型製品・サービスのコンサルティングモデル 

 

２）ビジネスモデル発想による新価値創造 

売上総利益率 30％を目指し、以下の施策を展開します。 

・事業のサービス化 

・ワンストップサービスモデルへの変革 

・環境領域の事業化 

 

３）持続的成長を実現するＭ＆Ａ戦略 

2033年度におけるＭ＆Ａによる売上高増加 180億円を目標に積極投資を実行します。 

事業分野ごとに、建設・建材領域 75億円、産業インフラ領域 30億円、環境領域 75億円を想定し

ております。 

Ｍ＆Ａ実施目標５件以上、買収投資額 100～150億円を想定しております。 

なお、当該Ｍ＆Ａ戦略の進捗状況及び今後の計画につきましては、後記「３．調達する資金の額、

使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載のとおりです。 

 

４）新製品・新事業を創造する研究開発機能の進化 

新技術・新製品開発の加速に向け、オープンイノベーションによる外部リソースの積極活用を進

めるとともに、これに応じられる自社体制の変革による進化を実現します。 

 

５）私たちらしいスマートファクトリーの具現化 

グループ内の各工場においてスマートファクトリー化を進めます。 

・ワークスマートファクトリー（社員の働き方の変革） 
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・プロセススマートファクトリー（生産工程の変革） 

・バリュースマートファクトリー（提供価値の変革） 

 

６）新たなグループ経営モデルの確立 

新たなかたちのグループ経営モデルを模索し、グループ利益の最適化を目指します。 

・ＣＸＯ経営モデルの検討 

・グループ横断型プロジェクトの企画・推進 

・ポートフォリオ経営を実現するＫＰＩマネジメントの推進 

 

７）Vision推進型プラットフォーム（人的資本経営） 

次世代経営リーダーを育成・輩出するグループシステムを構築します。 

 

（エ）事業価値の再定義による３つのドメイン展開 

2033 年度には、３つのドメイン展開と新たなビジネスモデルの構築により、売上高 1,000 億円、

売上総利益率 30％、営業利益率 10％の実現を目指します。 

 

事業領域 建設・建材領域 産業インフラ領域 環境領域 

事業モデル 

製造・販売・工事・

サービス一体型のエリ

ア密着サービスカバー

モデル 

ワンストップで新たな

価値を生み出す産業イ

ンフラソリューション

モデル 

環境配慮型製品・サー

ビスのコンサルティン

グモデル 

事業別戦略 

新規市場開拓を実現す

るサービス一体型全国/

海外モデルへの進化 

～販売規模の拡大とＤ

Ｘを活用した生産性向

上～ 

より広く、より深く。 

産業インフラを中心と

した事業領域の拡大と

コア事業の深耕を図る

グループ協働型ワンス

トップ体制への変革 

サービスとモノづくり

を一体とした事業展開

による環境分野での事

業ポートフォリオ確立 

事業別定量目標 

・売上高 325億円 

・売上総利益 146.5億円 

（売上総利益率 45.1％） 

・売上高 450億円 

・売上総利益 86億円 

（売上総利益率 19.1％） 

・売上高 225億円 

・売上総利益 67.5億円 

（売上総利益率 30.0％） 

強み 

・幅広いニーズに応え

る商品対応力 

・エリア密着サービス

カバー（プロデュー

スモデル） 

・施工力・施工品質 

・多様なニッチトップ

を生み出すグループ

力 

・メーカー・商社・エ

ンジニアリング機能 

・多様な業界トッププ

レーヤーとの取引 

・大動脈産業でのビジ

ネス 

・当社が保有する熱コ

ントロール技術、商

材を用いたソリュー

ションサービス 
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さらなる強化のため

の取り組み 

・新製品・新技術 

・海外市場・販路拡大 

・Ｍ＆Ａ・アライアン

ス・ファブレス・多

様な海外生産拠点展

開 

・スマートファクト

リー 

・ニッチトップをさら

に生み出す目利き力

と開発力 

・事業領域拡大とコア

事業の深耕による

サービスの拡充 

・グループ協働型ワン

ストップ体制による

トータルソリュー

ション 

・コンサルティング

セールスモデル 

・グリーンイノベー

ションメーカーモデ

ル 

・サーキュラーエコノ

ミーモデル 

2033年度 

数値目標 

・連結売上高  1,000億円（うち海外事業の比率約 10％） 

・連結営業利益 100億円 

・売上総利益率 30％ 

・営業利益率  10％ 

・ＲＯＥ    15～20％ 

 

創業から100年を超えた現在、10年後のありたい姿を目指し、「熱をコントロールする技術」を核

として、様々な分野、領域に安心・安全をお届けしてまいります。 

 

ウ．当社グループの成長戦略② －「2026中期経営計画」－ 

当社グループは、長期経営構想「Vision2033」の実現並びに長期 CSRビジョン「CSR2033」の達成に

向け、2024 年度（2025 年３月期）を初年度とし 2026 年度（2027 年３月期）を最終年度とする「2026

中期経営計画」（2024年５月８日付公表）を策定し、各施策への取り組みを進めております。 

 

（ア）「2026中期経営計画」の概要 

当社グループは、「2026中期経営計画」について、長期経営構想「Vision2033」の達成に向けた１

ｓｔ Ｓｔａｇｅとして「挑戦と変革」をキーワードに、従来の業務の仕組み・やり方を変えてい

く期間と位置づけ、以下の３つの主要施策を中心に、グループ一丸となって取り組んでおります。 

Ⅰ．新ビジネスモデルとコーポレートブランドの確立による収益拡大 

メーカーとしての材販にこだわらず、グループ全体を通じて新たなビジネスモデルの創造に

挑むとともに、企業価値向上に向けたコーポレートブランドの確立への取り組みを推進します。 

１）グループ連携強化による新バリューチェーンの創出 

２）既存事業と環境領域における新ビジネスモデルの構築 

３）研究開発機能の進化による技術力のブランディング 

４）ＳＮＳを活用した積極的な情報発信とステークホルダーコミュニケーションの強化 

５）市場評価と期待成長率の改善によるＰＢＲの向上 

 

Ⅱ．戦略的Ｍ＆Ａによる事業規模の拡大 

事業規模拡大に向けた垂直統合を軸に、新規事業の核となるＭ＆Ａに積極的な取り組みを展

開し、2026年度には少なくとも売上高 30億円、営業利益２億円以上の積み上げ達成を目指しま

す。 

１）既存事業における戦略的事業統合の推進 

２）バリューチェーン強化に向けた買収先の選定 

３）環境事業進出の核となる提携先の探索 

４）Ｍ＆Ａ対応力強化に向けた体制づくり 
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Ⅲ．ＤＸ基盤整備による業務改革の実現 

更新期を迎える基幹システムの整備に合わせ、これまでに導入したＩＴツールの最適化を図

るとともに、日常業務における作業の低減とさらなるペーパーレス化の推進により業務改革を

実現します。 

１）基幹システムの更新をベースとした業務改革の推進 

２）グループ連携強化に資する情報基盤の整備 

３）ビッグデータやＡＩを活用したデータ駆動型意思決定ツールによる経営判断の効率化 

４）工場におけるワークスマートファクトリーの具現化 

 

（イ）「2026中期経営計画」の進捗状況及び事業現況 

㋐ 2024年度（2025年３月期） 

１ｓｔ Ｓｔａｇｅとなる「挑戦と変革」が走り出した 2024 年度（2025 年３月期）は、建

設・建材事業における販売価格の改定、工業製品・エンジニアリング事業における大型工事の

完成により、売上高は増収となりました。一方、利益面では、原燃料の高騰、外注労務費・物

流費の増加等の外部要因に加え、Ｍ＆Ａや本社移転、従業員の働き方改革、採用・ブランド強

化など中長期を見据えた成長投資が大きく影響し、営業利益・経常利益は減益となりました。 

 

㋑ 2025年度（2026年３月期） 

2025年度（2026年３月期）は「2026中期経営計画」の２年目にあたり、2026年３月期におけ

るわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、景気は緩やかな持ち直しの動きが見られる

ものの、物価上昇や人手不足が継続し、さらに中東情勢によるエネルギー問題や日中関係の不

安定化などによる影響もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

当社グループの主要事業領域である建設・建材業界におきましては、公共投資の底堅い推移

や、民間設備投資の持ち直しの動きもあり、建設投資全体としては堅調に推移しております。

しかしながら、大型工事における工程遅延や建設資材価格の高止まりおよび労務需給の逼迫等

の課題も依然として存在しており、引き続き動向を注視する必要があります。 

工業製品・エンジニアリング事業領域におきましては、プラントおよび環境・エネルギー分

野を中心に、カーボンニュートラルなど環境に配慮した取り組みが活発化しております。造船

業界においては、船舶の脱炭素化をはじめとする環境負荷の低い船舶への需要が高まりを見せ

ております。また、自動車業界では、半導体や部品供給制約の緩和により販売台数は回復基調

で推移したものの、原材料価格や労務費の上昇ならびに競争激化を背景に、事業環境は依然と

して不透明な状況が続いております。 

このような環境の下、当連結会計年度の連結業績につきましては、販売価格の改定やＭ＆Ａ

による事業規模の拡大等により、売上高は増加いたしました。一方、利益面では、原燃料価格

の高騰に加え、労務費および物流費の増加などの外部要因の影響を受け、厳しい状況となりま

した。 

その結果、売上高は 45,700 百万円（前期比 5.2％増収）、営業利益 1,674 百万円（前期比

12.6％減益）、経常利益 1,614 百万円（前期比 14.4％減益）、親会社株主に帰属する当期純利益

は 1,701百万円（前期は 120百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。 

 

㋒ Ｍ＆Ａについて 

2024 年 10 月に建材・家具等に使用される低圧メラミン化粧板を製造・販売する大昭和ユニ

ボード株式会社、続いて 2025 年４月には高意匠性・高機能性の化粧紙・フィルムの印刷技術を

有するＤＩＣデコール株式会社を子会社化し、それぞれユニボード株式会社、デコール株式会

社に社名変更しました。 

この２社の技術に、当社がこれまで培ってきた「熱をコントロールする技術」が活かされて

いる耐火性に優れた不燃ボードを組み合わせることで、これまでにない高付加加価値建材の開
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発・生産・販売までの一貫体制を構築しております。 

 

エ．今後の見通し及び事業方針 

今後の経済の見通しは、賃金上昇や設備投資需要を背景に、国内景気は内需を中心とした緩やかな

回復が見込まれます。一方で、海外経済の動向や地政学的リスク、原材料・エネルギー価格の変動、

為替や金利動向など、先行きには依然として不透明な要素が存在しております。 

このような環境の下、当社グループにおきましては、引き続き販売価格改定の浸透や収益性改善に

取り組むとともに、成長分野への投資や事業基盤の強化を進め、安定的な収益の確保に努めてまいり

ます。 

2027年３月期の通期業績予想につきましては、売上高 52,600百万円、営業利益 2,100百万円といた

しました。引き続き、販売価格改定の浸透や収益性改善に取り組むとともに、成長分野への投資や事

業基盤の強化を進め、安定的な収益の確保に努めてまいります。 

また、Ｍ＆Ａによる事業規模の拡大を進めるとともに、グループ全体でのシステム統合を図り、

2026 年４月より運用を開始し、ＤＸ基盤の整備を着実に推進しております。これらの取り組みを通じ

て、競争力および収益構造の強化を図ってまいります。 

なお、中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の高騰、石油由来原材料の価格上昇および調達リスクに

つきましては、現時点においてその影響額を合理的に算定することが困難であることから、通期業績

予想には織り込んでおりません。今後、業績に重大な影響が見込まれる場合には、適時適切に開示い

たします。 

 

当社グループは、上記「イ．当社グループの成長戦略① －長期経営構想『Vision2033』－」に記

載のとおり、従来の事業区分である建設・建材事業及び工業製品・エンジニアリング事業を基盤とし

つつ、事業価値の観点から①建設・建材領域、②産業インフラ領域、③環境領域の３つのドメインに

再整理し、それぞれの特性に応じた成長戦略を推進しております。 

特に②産業インフラ領域及び③環境領域においては、当社の「熱をコントロールする技術」が競争

優位の源泉であり、今後の当社グループにおける中長期的な成長ドライバーと位置づけております。 

 

①建設・建材領域 

建設・建材領域におきましては、引き続き、化粧板の拡販、海外販売比率のアップ、新商品・新工

法の上市に取り組んでまいります。また、工程・原価管理を徹底し、工事利益確保に努めてまいりま

す。 

なお、当社は、原材料価格や外注費の上昇に対応するため、価格改定を実施しておりますが、価格

改定実施後においてもシェアの維持・拡大を実現しております。 

今後も、当社の製品力及び供給力に裏付けられた価格決定力と競争優位性をさらに高めるとともに、

利益率の維持・改善を図ってまいります。 

 

②産業インフラ領域 

産業インフラ領域は、当社グループの中長期的な成長を牽引する中核領域と位置付けております。 

産業インフラ領域におきましては、プラント・船舶・エネルギー分野を中心に、エンジニアリング

機能を活かした高付加価値ビジネスモデルの確立・拡大を進めてまいります。 

特に船舶分野では、国内造船業の回復を背景に、自動車運搬船向けの防熱材や副資材の出荷が拡大

するとともに、国内初となる「ＬＮＧ燃料のタンク保冷工法」が高い評価を受け、受注が増加してお

ります。このようなニーズに応えるため、船舶用ＬＮＧ燃料タンク防熱工法の実績を積み上げるとと

もに、次世代保冷工法の開発にも取り組み、カーボンニュートラルへの対応を進めております。 

また、発電所や各プラント向けに供給している国内シェアＮｏ．１の非金属製伸縮継手「ＡＰコネ

クター」においては、オーダーメイド対応を強みとし、顧客に寄り添ったアフターフォロー体制の強

化を通じて継続的な受注獲得につなげております。 
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今後、産業インフラ領域におきましては、エンジニアリング機能を活かした付加価値の高い案件獲

得及びさらなる収益力の向上を図ってまいります。 

 

③環境領域 

環境領域におきましては、カーボンニュートラルへの対応を背景とした製品開発や新規事業展開を

進めております。当社が保有する「熱をコントロールする技術」を活用した省エネルギー・環境対応

ソリューションの提供に加え、アグリビジネスなど新たな事業領域への進出も進めております。 

当社は、環境領域を全社横断的な成長テーマとして位置づけており、建設・建材領域及び産業イン

フラ領域の両ドメインにおいて、省エネルギー・環境負荷低減に資する製品・工法の開発を進めてま

いります。 

今後、環境領域におきましては、高付加価値のソリューションの提供を通じて、中長期的な収益基

盤の確立を目指してまいります。 

 

そのほか、当社グループにおいては、スマートファクトリー化やＩｏＴを活用した「生産工程の見

える化」システム、ＥＣビジネス事業の構築など、ＤＸを通じた付加価値創出及び生産性向上に取り

組んでおります。 

 

また、研究開発においては、当社が保有する「熱をコントロールする技術」を基盤に、①建設・建

材領域、②産業インフラ領域、③環境領域の各ドメインにおける新製品・新工法の開発を推進してお

ります。 

現在年間約５億円規模となっている研究開発投資を 2026年度（2027年３月期）には 1.5倍まで増強

し、今後は研究開発投資の拡大を通じてさらなる競争力強化を図ってまいります。 

 

以上のとおり、当社グループは、建設・建材事業及び工場製品・エンジニアリング事業という従来

の枠組みから発展して、①建設・建材領域における安定収益モデルを基盤としながら、②産業インフ

ラ領域を中長期的な成長ドライバーの中核とし、③環境領域を全社横断的な成長テーマ・新規事業領

域と位置づけ、高付加価値のビジネスモデルへの転換を通じて、収益力の向上及び企業価値の持続的

な向上を実現してまいります。 

 

オ．当社グループにおける今後の投資計画及びＭ＆Ａ戦略 

（ア）投資方針・資金配分及び株主還元方針 

当社グループは、成長投資及びサステナビリティへの取り組みを最優先としたキャッシュ・フ

ローアロケーションを基本方針とし、営業キャッシュ・フロー及び有利子負債の活用により、必要

な投資資金を確保しております。 

また、株主還元については、配当性向 40％を基準としつつ、営業キャッシュ・フロー及び内部留

保を原資として安定的な還元を実施し、余剰資金が生じた場合には機動的な自己株式取得を行う方

針としております。 

 

「2026 中期経営計画」においては、以下のとおり、営業キャッシュ・フローの創出及び借入金の

活用により、総額110億円～140億円規模の投資計画及びキャッシュ・フローアロケーションを策定

しております。 

このうちＭ＆Ａ関連投資として 30億円～50億円を実行する予定です。 
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[合計 110～140億円（営業キャッシュ・フロー３年間累計 70～80億円の創出＋借入金増加額 40～

60億円）] 

設備投資 30～45億円 

開発関連 

15～20億円 

Ｍ＆Ａ関連投資 

30～50億円 

人材 

投資 

5億

円 

株主還元 

15～20億円 

環境関連 

10～15億円 

ＤＸ関連 

5～15億円 

（保守管理等 10～15億円） 

 

（イ）ＰＢＲ向上への取り組み 

当社は、安定した収益の確保及びＰＢＲ・ＰＥＲの改善を実現するため、資本コストや株価を意

識した経営の実現に取り組んでおります。 

当社グループ連結のＰＢＲは１倍未満、ＰＥＲは東証スタンダード市場の平均値を下回る水準で

推移しており、企業価値のさらなる向上のためには、資本効率の改善及び株主の皆様からの成長期

待の向上といった両面からのアプローチが必要であると考えております。 

 

当社は、ＰＢＲ（株価純資産倍率）＝ＲＯＥ（自己資本利益率）×ＰＥＲ（株価収益率）の関係

から、以下のとおり市場評価及び期待成長率の改善に取り組んでおります。 

１）資本市場との対話の推進による市場評価の改善 

㋐ＩＲ戦略の推進 

・株主との対話の強化 

・統合報告書発行による情報伝達の質の向上 

・信頼されるコーポレートブランドの確立 

㋑サステナビリティ経営の強化 

・カーボンニュートラルの推進 

・バリューチェーンにおける人権尊重の徹底 

・ＣＳＲ2033への取り組み加速 

２）事業領域の拡大等による期待成長率の改善 

㋐収益力の向上 

・新たなビジネスモデルによる収益構造の改善 

㋑事業拡大策の推進 

・Ｍ＆Ａによる事業規模の拡大 

・環境領域への事業展開 

㋒海外への事業展開 

・台湾事業を足掛かりとした韓国、中国への展開加速 

 

今後においては、①建設・建材領域、②産業インフラ領域、③環境領域の３つの各ドメインにお

ける収益モデル及び成長性を明確に提示することにより、市場における評価の適正化を図ってまい

ります。 

 

（ウ）Ｍ＆Ａ戦略及び本資金調達における資金使途 

当社グループは、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上の実現に向けて、戦略的なＭ＆Ａ及

び他社との戦略的提携を重要な成長戦略の柱と位置づけております。 

したがいまして、今後のＭ＆Ａ又は戦略的提携につきましては、当社のコア技術である「熱をコ

ントロールする技術」を軸として、３つの各ドメインの特性に応じた成長投資を積極的に推進して

まいります。 

ドメイン別のＭ＆Ａ戦略及び本資金調達における資金使途に関する詳細につきましては、後記
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「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載の

とおりです。 

 

また、当社は、2026年３月 25日付「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅ

Ｔ－３）による自己株式の買付けに関するお知らせ」及び同月 26 日付「自己株式立会外買付取引

（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ」に

記載のとおり、経営環境の変化に対応した将来の機動的な資本政策を遂行することを目的として、

自己株式の取得を実施し、合計 2,150,000株の自己株式を取得いたしました（2025年３月 31日時点

における自己株式を除く発行済株式総数に対する割合：約 27.71％、取得価額：2,934,750,000 円）。 

本自己株式の取得により、当社株式を保有する政策保有株主の保有比率が低下し、政策保有株式

の縮減に寄与したものと考えております。 

 

今般の資金調達におきましては、新株発行は行われず、本新株予約権の行使の結果交付されるこ

ととなる当社株式の全てにつき、上記自己株式取得によって取得した自己株式 1,300,000 株を充当

する予定です。 

 

したがいまして、今般の自己株式の取得及び本新株予約権の発行による一連の資本政策は、政策

保有株式の縮減に寄与するとともに、当社株式の流動性向上及び資本効率の改善に資するものと考

えており、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた企業価値向上策の一つとして実施する

ものです。 

 

今後、当社グループは、資本コストを上回る投下資本の効率的な活用を通じて、安定的な利益成

長及びキャッシュ創出力の拡大を図り、さらなる業績向上及び株価向上に努めるとともに、成長戦

略の強化・実行、流動性の向上、ＥＰＳ（１株当たり当期純利益）の成長等を目指し、株式価値の

向上及び株主の皆様への還元により一層努めてまいります。 

 

以上のとおり、今後の当社グループにおける成長戦略であるＭ＆Ａ又は戦略的提携のための成長

投資を確実に実行し、さらなる事業拡大及び収益力の強化を図るため、今後想定される投資機会に

備えて十分な自己資金を確保するとともに、本自己株式の取得及び本資金調達に伴う純資産の増加

により当社グループの財務基盤を強化すること及び当社株式の流動性の向上を図ることを目的とし

て、本新株予約権の発行を決定いたしました。 

 

（２）資金調達方法の概要 

本資金調達は、当社が割当予定先に対し、下記のとおり本新株予約権を割り当て、割当予定先による

本新株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっております。 

① 対象株式数を 650,000株とし、行使期間を３年間とする、行使価額が 2,000円に固定されている

本第１回新株予約権 

② 対象株式数を 650,000株とし、行使期間を３年間とする、行使価額が 2,500円に固定されている

本第２回新株予約権 

本第１回新株予約権及び本第２回新株予約権の行使期間は、いずれも 2026年６月９日から 2029年６

月８日までの３年間です。また、本第１回新株予約権及び本第２回新株予約権の行使価額は、それぞれ

2,000円及び 2,500円に固定されており、いずれも修正されません。 

なお、今般の資金調達においては、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社株式の全て

につき、当社が保有する自己株式 1,300,000株を充当する予定です。 

 

本新株予約権の概要は以下のとおりです。 

本第１回新株予約権及び本第２回新株予約権は、いずれも行使期間中に行使価額が修正されない固定
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行使価額型の新株予約権であり、各行使価額の水準以上に株価が上昇した場合に当社が資金を調達する

仕組みとなっております。 

 

本第１回新株予約権の行使価額は 2,000円（本発行決議日前取引日の終値の約 148％）、本第２回新株

予約権の行使価額は 2,500円（本発行決議日前取引日の終値の約 185％）であり、各行使価額は、現状

の株価水準よりも高い水準に設定されております。 

 

このように本新株予約権の各行使価額を２段階に分けて設定したのは、当社における今後３年間の目

標株価水準を 2,000円と 2,500円の２段階に分けて定めるとともに、当社事業の成長・拡大に伴う将来

の株価上昇を見越して、今後３年間における当社の株価上昇タイミングを捉えた段階的な調達を実現す

ることを企図したことによるものです。 

 

上記「（１）募集の目的」に記載のとおり、今後、当社グループは、さらなる事業規模の拡大及び収益

力の強化を図るため、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資を積極的に推進してまいります。当社グ

ループといたしましては、中期経営計画に定める成長戦略及びＭ＆Ａ戦略を実行し、中期経営計画に定

める計画数値を着実に達成していくことで、当社グループの業績及び企業価値が向上し、その結果、当

社株価は持続的・段階的な上昇トレンドを実現できるものと予測しております。 

このような当社予測に鑑み、本第１回新株予約権及び本第２回新株予約権の行使価額については、単

一の行使価額とするのではなく、上記当社株価の目標水準に即した２段階の行使価額を設定することと

いたしました。 

また、上記のとおり、本第１回新株予約権及び第２回新株予約権のいずれも、行使価額を現状株価よ

りも高い水準に設定していることから、足下での希薄化は生じず、当社事業の成長・拡大に伴う株価上

昇タイミングを捉えた、段階的かつ効率的な資金調達を実現することが可能となっております。 

このように、本スキームにおいては、足下での希薄化を回避しつつ、当社グループの業績向上に伴っ

て企業価値が高まり、その結果当社株価が現在よりも高い水準に達した局面において、段階的に自己資

本を増強することが可能な設計となっております。したがいまして、本資金調達は、既存株主の皆様の

株式の希薄化を考慮しましても、中長期的に株主価値の向上に寄与するものと判断いたしました。 

 

なお、行使価額 2,000円・2,500円の設定につきましては、2027年３月期の当期純利益・想定ＥＰ

Ｓ、中期経営計画とは別途に定める 2028年３月期以降の当期純利益・想定ＥＰＳ、並びに、当社内部の

経営指標として定めるＰＥＲ・ＰＢＲ・最低目標株価・最低目標時価総額等を考慮し算出しておりま

す。 

 

（３）資金調達方法の選択理由 

当社は、資金調達に際し、間接金融の融資姿勢及び財務状況、今後の事業展開等を勘案し、既存株主

の利益に対する影響を抑えつつ自己資本を拡充させることを軸として、直接金融で調達できる方法を検

討してまいりました。このため、下記「［他の資金調達方法との比較］」に記載の各項目及び他の手段と

の比較を行い、また、下記「［本資金調達スキームの特徴］」に記載のメリット及びデメリットを総合的

に勘案した結果、割当予定先からの提案である第三者割当による本新株予約権による資金調達が、既存

株主の利益に配慮しながら当社の将来の資金ニーズに対応しうる、現時点において最適な選択であると

判断し、これを採用いたしました。 

本資金調達スキームは、以下の特徴を有しております。 

[本資金調達スキームの特徴] 

＜メリット＞ 

① 対象株式数の固定 

本新株予約権の対象株式数は、発行当初から発行要項に示される 1,300,000 株で固定されており、

将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。そのため、希薄化の規模
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は予め限定されております。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株予約権の発行

要項に従って調整されることがあります。 

② 株価への影響の軽減及び資金調達額の減少のリスクの軽減 

本新株予約権は現在株価よりも高い水準で行使価額が固定されており、当社株価が当該行使価額を

上回る局面において資金調達を行うことを想定しております。したがいまして、当社株価が当該行使

価額を下回る局面においてはそもそも本新株予約権の行使が行われず、株価低迷を招き得る当社普通

株式の市場への供給が過剰となる事態が回避されるとともに、資金調達額の減少リスクを防止する設

計となっております。 

③ 株価上昇時における行使促進効果 

当社株価が本新株予約権の各行使価額を大きく上回って推移する局面においては、割当予定先が早

期にキャピタル・ゲインを実現すべく速やかに行使を行う可能性があり、これにより迅速な資金調達

が実現されます。 

④ 取得条項 

当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の

翌日以降、会社法第 273条及び第 274条の規定に従って２週間前までに通知又は公告を行った上で、

当社取締役会で定める取得日に、発行価額と同額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部

又は一部を取得することができます。これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や資本

政策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取得することにより、希薄化の防止や資本政策の

柔軟性が確保できます。 

⑤ 行使停止期間 

当社は、本新株予約権の行使期間中、随時、合計４回まで、割当予定先に対して本新株予約権の行

使の停止を要請する期間（以下、「行使停止期間」といいます。）を定めることができます。当社は、

割当予定先に対し、当該期間の初日の５取引日前の日までに行使停止期間を書面で通知することによ

り、行使停止期間を設定することができます（以下、かかる通知を「行使停止要請通知」といいま

す。）。１回の行使停止期間は 10連続取引日以下とし、各行使停止期間の間は少なくとも 10取引日空

けるものとします。また、当社は、割当予定先に対して別途通知することにより、設定した行使停止

期間を短縮することができます。但し、本新株予約権の取得事由が生じた場合には、それ以後取得日

までの間は行使停止期間を設定することができず、かつ、かかる通知又は公告の時点で設定されてい

た行使停止期間は、当該通知又は公告がなされた時点で直ちに終了します。行使停止期間において本

新株予約権の行使停止の対象となる新株予約権は、行使停止期間開始日に残存する本新株予約権の全

部とします。このように当社が行使停止期間を設定することにより、本新株予約権の行使の数量及び

時期を当社が一定程度コントロールすることができるため、資金需要や市場環境等を勘案しつつ、当

社の裁量で株価への影響を抑えることが可能となります。また、当社は、割当予定先に対して書面で

通知することにより、行使停止要請通知を撤回することができます。当社が割当予定先に対して行使

停止要請通知を行った場合又は行使停止要請通知を撤回する通知を行った場合には、適時適切に開示

いたします。 

⑥ 譲渡制限 

本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当の方法により発行されるものであり、かつ本新株

予約権引受契約において譲渡制限が付されており、当社の事前の承認なく、割当予定先から第三者へ

は譲渡されません。 

 

＜デメリット＞ 

① 本新株予約権の行使により希薄化が生じる可能性 

本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社株式の全てには、当社が保有する自己株式

1,300,000株を充当する予定であるため発行済株式総数は増加せず、また、本新株予約権の対象株式

数は発行当初から発行要項に示される 1,300,000株で一定であるため最大増加株式数は固定されてい

るものの、本新株予約権の行使がなされた場合には、総議決権数が増加するため希薄化が生じます。 
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② 当初に満額の資金調達はできないこと 

新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に対象株式数を

乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行時に満額の資金調達が行われる

わけではなく、当初に満額が調達される資金調達方法と比べると実際に資金を調達するまでに時間が

掛かる可能性があります。 

③ 株価低迷時に本新株予約権が行使されず資金調達が困難となる可能性 

株価が長期的に行使価額を下回って推移した場合には、割当予定先による本新株予約権の行使が期

待できないため、資金調達が困難となる可能性があります。 

④ 割当予定先が当社株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性 

割当予定先の当社株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新株予約

権を行使して取得した株式を売却することを前提としており、割当予定先による当社株式の市場売却

により当社株価が下落する可能性があります。 

⑤ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界 

第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調

達を募るという点において限界があります。 

⑥ 割当予定先の取得請求権 

当社は、本新株予約権の行使期間の末日において本新株予約権が残存する場合には、本新株予約権

１個当たりその払込金額と同額で、残存する全ての本新株予約権を割当予定先から買い取ります。な

お、本新株予約権の行使期間が満了した場合でも、当該取得請求権に基づく当社の支払義務は消滅又

は免除されません。したがいまして、当社株価が長期にわたり行使価額を下回る場合等において、行

使期間末日までに本新株予約権の行使が完了しなかったときには、本新株予約権の行使による資金調

達が行われないことにより、資金調達額が当社の想定額を下回る可能性があり、また、本新株予約権

の払込金額と同額の金銭の支払が必要になることにより、本新株予約権による最終的な資金調達額が

減少する場合があります。 

⑦ 権利不行使 

本新株予約権について、割当予定先が本新株予約権の行使を行わない可能性があり、権利が行使さ

れない場合、資金調達額は、当社が想定した額を下回る可能性があります。 

⑧ 優先交渉権 

当社は、払込期日から、１）本新株予約権の行使期間の満了日、２）当該満了日以前に本新株予約

権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、３）当社が割当予定先の保有する本新

株予約権の全部を取得した日のいずれか先に到来する日までの間、割当予定先以外の第三者に対し

て、株式等を発行又は処分しようとする場合（当社又はその子会社の取締役又は従業員に対してイン

センティブ目的で発行される場合、及び資本提携又はＭ＆Ａ目的による場合を除きます。）、当該第三

者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び

発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意

向の有無を確認する旨が本新株予約権引受契約において定められる予定です。割当予定先がかかる引

受を希望する場合には、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対し

て当該株式等を当該条件にて発行又は処分するものとします。 

 

[他の資金調達方法との比較] 

当社が本資金調達を選択するに際して検討した他の資金調達方法は以下のとおりです。 

１）公募増資 

株式の公募増資は、資金調達が当初から実現するものの、同時に１株当たり利益の希薄化を一度に

引き起こすため、株価に対する直接的な影響がより大きいと考え、今回の資金調達方法としては適切

でないと判断しました。 

２）株主割当増資 

株主割当増資では、既存株主持分の希薄化は払拭されますが、調達額が割当先である既存株主参加
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率に左右されることから、当社の資金需要の額に応じた資金調達が困難であるため、今回の資金調達

方法としては適切でないと判断いたしました。 

３）第三者割当による新株発行 

新株発行の場合は、発行と同時に資金を調達することができますが、一方、発行と同時に株式の希

薄化が一度に起こってしまうため、既存株主様の株式価値へ悪影響を及ぼす懸念があります。また、

第三者割当による新株発行により今般の資金調達と同規模の資金を調達しようとした場合、割当先が

相当程度の議決権を保有する大株主となり、当社のコーポレート・ガバナンス及び株主構成に重要な

影響を及ぼす可能性があることを踏まえ、現時点では適当な割当先が存在しないと判断いたしまし

た。 

４）第三者割当による新株予約権付社債の発行 

新株予約権付社債の場合は、発行と同時に資金を調達でき、また株式の希薄化は一気に進行しない

というメリットがあります。しかしながら、社債の株式への転換が進まなかった場合、満期時に社債

を償還する資金手当てが別途必要になります。資金手当てができなかった場合デフォルトを起こし、

経営に甚大な影響を与えるリスクがあります。また、新株予約権付社債の設計によっては、転換又は

償還が行われるまで利息負担が生じることにもなります。 

５）行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（MSCB）の発行 

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆる MSCB）の発行条件及

び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株式数が転換価額に応じて決

定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に

対する直接的な影響が大きく、今回の資金調達方法としては適切でないと判断いたしました。 

６）新株予約権無償割当による増資（ライツ・オファリング） 

いわゆるライツ・オファリングには、金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型

ライツ・オファリングと、そのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられる

ノンコミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オファリング

については、引受手数料等のコストが増大することが予想され、今回の資金調達方法として適当では

ないと判断いたしました。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングについては、株主割当

増資と同様に、調達額が割当先である既存株主又は市場で新株予約権を取得した者による新株予約権

の行使率に左右されることから、ライツ・オファリングにおける一般的な行使価額のディスカウント

率を前提とすると当社の資金需要の額に応じた資金調達が困難であるため、今回の資金調達手法とし

ては適切でないと判断いたしました。 

７）行使価額修正条項付新株予約権（MSワラント）の発行 

株価に連動して行使価額が修正される行使価額修正条項付新株予約権（いわゆる MSワラント）によ

る資金調達の場合、一般的には、新株予約権の行使により交付される株式数は固定されているもの

の、株価に連動して行使価額が修正されるため、株価が下落した局面においては、株価の下落に連動

して行使価額が修正されることにより、当初予定していた金額の資金を調達することができない可能

性があります。 

一方で、かかる行使価額修正条項付新株予約権による資金調達の場合、株価が上昇した局面におい

ては、株価の上昇に連動して行使価額が修正されることにより、資金調達額が増額される可能性があ

りますが、あくまで当該時点における現状株価を基準として行使価額の修正がなされるスキームであ

ることから、当社の今後３年間の事業計画及び目標株価水準等を基軸とした資金調達を実現すること

は困難であると考えられます。 

したがいまして、現状の当社の財務戦略・資本政策とは異なるため、今回の資金調達方法としては

適切でないと判断いたしました。 

８）金融機関からの借入や社債による調達 

現在のわが国においては、比較的低コストで負債調達が可能であり、金融機関からの借入や社債に

よる資金調達は、運転資金や設備投資等の比較的リスクの低い資金の調達として適しているというメ

リットがあり、引き続き今後の検討対象となり得ます。もっとも、今回の資金使途であるＭ＆Ａ又は
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戦略的提携のための成長投資資金については、当社グループの中長期的成長を図ることを前提とした

資本性調達をも組み合わせて活用していくことが適しており、また、将来の財務リスクの軽減のため

有利子負債の調達余力を十分に残しておく必要があることから、その成長投資資金を全面的に金融機

関からの借入等に依存することは適切でないと思料されます。したがいまして、今回の資金調達手法

として全面的に負債調達によることは適切でないと判断いたしました。 

 

これらに対し、新株予約権の発行は、一般的に段階的に権利行使がなされるため、希薄化も緩やかに

進むことが想定され、既存株主の株式価値への悪影響を緩和する効果が期待できます。また、本新株予

約権は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273条及び第 274条の規定に従って２週間前ま

でに通知又は公告を行った上で、当社取締役会で定める取得日に、発行価額と同額で、本新株予約権者

の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができることとなっており、希薄化の防止や資

本政策の柔軟性を確保した設計としております。 

以上の検討の結果、本新株予約権の発行による資金調達は、上記の他の資金調達方法よりも現実的な

選択肢であり、既存株主の利益にもかなうものと判断いたしました。 

  

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

2,929,868,500 90,770,000 2,839,098,500 

（注）１．払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額（4,868,500円）に、本新株予約権の行

使に際して払い込むべき金額の合計額（2,925,000,000円）を合算した金額であります。 

 
発行価額の総額 

行使に際して払い込むべき金額

の合計額 

本第１回新株予約権 3,159,000円 1,300,000,000円 

本第２回新株予約権 1,709,500円 1,625,000,000円 

合計 4,868,500円 2,925,000,000円 

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

３．発行諸費用の概算額の内訳は、ストームハーバー証券株式会社への財務アドバイザリー

フィー（87,750千円）、株式会社 Stewart McLarenへの新株予約権公正価値算定費用

（1,250千円）、調査費用及び登録免許税（490千円）、有価証券届出書作成費用（1,280千

円）です。 

４．本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を消

却した場合及び行使価額が調整された場合には、上記払込金額の総額及び差引手取概算額は

減少する可能性があります。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

Ⅰ 本第１回新株予約権 

Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金 
1,261 2026年６月から 2029年６月 

Ⅱ 本第２回新株予約権 

Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金 
1,578 2026年６月から 2029年６月 

合計 2,839  

（注）１．本新株予約権の権利行使期間中に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を消

却した場合及び行使価額が調整された場合には、上記金額は減少する可能性があります。 

２．当社は本新株予約権の払込みにより調達した資金を上記の資金使途に充当するまでの間、当
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該資金は銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。 

 

１）当社グループのＭ＆Ａ戦略 

上記「２．募集の目的及び理由 （１）募集の目的」に記載のとおり、当社グループは、持続的

な成長及び中長期的な企業価値向上の実現に向けて、戦略的なＭ＆Ａ及び他社との戦略的提携を重

要な成長戦略の柱と位置づけております。 

したがいまして、今後のＭ＆Ａ又は戦略的提携につきましては、当社のコア技術である「熱をコ

ントロールする技術」を軸として、①建設・建材領域、②産業インフラ領域、③環境領域の３つの

各ドメインの特性に応じた成長投資を積極的に推進してまいります。 

これにより、異分野への展開を含めた事業ポートフォリオの高度化を図り、中長期的な成長基盤

の確立を目指してまいります。 

 

ドメイン別Ｍ＆Ａ戦略については、以下のとおりです。 

① 建設・建材領域 －製品・販売強化による収益基盤拡大－ 

建設・建材領域においては、安定的な収益基盤の強化を目的として、製品ラインナップの拡

充や販売チャネルの拡大につながるＭ＆Ａを推進してまいります。 

具体的には、化粧板等の高付加価値建材分野における競争力強化や、海外展開の加速に資す

る企業との連携・買収を通じて、売上規模の拡大及び利益率の向上を図ってまいります。 

 

② 産業インフラ領域 －施工・エンジニアリング・保守機能強化による高付加価値ソリュー

ション拡大－ 

産業インフラ領域は、当社の中長期的な成長を牽引する中核領域と位置付けております。 

産業インフラ領域においては、当社のエンジニアリング機能及び「熱をコントロールする技

術」を活かし、プラント・船舶・エネルギー分野における高付加価値ビジネスの拡大を目的と

したＭ＆Ａを推進してまいります。 

具体的には、施工能力の強化や設計・エンジニアリング機能の拡充、保守・メンテナンス分

野への展開を通じて、高付加価値かつ継続的な収益モデルへの転換を図るとともに、収益性の

向上及び事業基盤の拡大を目指してまいります。 

 

③ 環境領域 －新規事業創出を目的とした技術・事業基盤の獲得－ 

環境領域においては、カーボンニュートラル及び省エネルギー需要の拡大を背景に、中長期

的な新規収益基盤の構築を目指します。 

具体的には、省エネルギー、環境対応ソリューション、アグリビジネス等の分野において、

技術・事業基盤を有する企業との連携・投資を通じて、新規事業の創出を推進してまいりま

す。 

 

２）本資金調達における資金使途 

当社グループは、長期経営構想「Vision2033」の下、2033年度におけるＭ＆Ａによる売上高増加

180億円（①建設・建材領域 75億円、②産業インフラ領域 30億円、③環境領域 75億円を想定）を

目標に、積極投資を実行してまいります。 

2033年度までのＭ＆Ａ実施目標５件以上、買収投資額 100～150億円を想定しております。 

本日時点において本格的に交渉又は検討を進めている案件はありませんが、日常的に多数の案件

情報を入手しており、当社グループにとって有益と考えられる案件が出てきた場合には、順次検討

又は交渉を進めております。 

また、上記の 2033年度までのＭ＆Ａ戦略（売上高増加 180億円、実施目標５件以上、買収投資額

100～150億円）につきましては、「2026中期経営計画」の主要施策である「Ⅱ．戦略的Ｍ＆Ａによ

る事業規模の拡大」において、「2026年度には少なくとも売上高 30億円、営業利益２億円以上の積
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み上げ達成」を掲げ、現時点までに２件のＭ＆Ａを実行しております（2024年 10月にユニボード

株式会社、2025年４月にデコール株式会社を完全子会社化）。上記２社のＭ＆Ａによる売上高及び

営業利益への寄与につきましては、中長期的な観点から評価すべきものであることから、現時点で

の数値開示は差し控えておりますが、上記「2026中期経営計画」の主要施策に掲げたＭ＆Ａ目標に

対しては、引き続き取り組みを進めております。 

現時点において 2027年度以降の具体的な計画は未だ策定しておりませんが、上記２社のＭ＆Ａ実

績を踏まえ、引き続き戦略的な投資機会を継続的に探索しております。特に、当社グループの中核

事業である建材事業領域においては、事業規模拡大及びバリューチェーン強化に資する案件を中心

に、優先的に検討を進めております。今後、次期中期経営計画等を策定した場合には、従前どおり

プレスリリース等にて随時開示させていただく予定です。 

 

また、「2026中期経営計画」においては、以下のとおり、営業キャッシュ・フローの創出及び借

入金の活用により、総額 110億円～140億円規模の投資計画及びキャッシュ・フローアロケーショ

ンを策定しております。 

このうちＭ＆Ａ関連投資として 30億円～50億円を実行する予定です。 

 

[合計 110～140億円（営業キャッシュ・フロー３年間累計 70～80億円の創出＋借入金増加額 40

～60億円）] 

設備投資 30～45億円 

開発関連 

15～20億円 

Ｍ＆Ａ関連投資 

30～50億円 

人材 

投資 

5億

円 

株主還元 

15～20億円 

環境関連 

10～15億円 

ＤＸ関連 

5～15億円 

（保守管理等 10～15億円） 

 

当社グループの強みは、「熱をコントロールする技術」を核として、高機能・高性能製品及び工法

を幅広く展開し、製造から販売、施工までのワンストップ体制を実現している点にあります。 

したがいまして、当社グループは、「熱をコントロールする技術」を軸として、㋐製品・工法・エ

ンジニアリング機能を組み合わせた高付加価値ビジネスの展開に資する企業、㋑当社グループと高

いシナジー効果を有する企業、㋒当社グループの成長基盤創出に寄与する企業等を対象として、Ｍ

＆Ａ又は戦略的提携による成長投資を積極的に推進していく方針です。 

 

上記ドメイン別戦略を実行するにあたり、当社が特に重視する具体的なターゲット企業の機能的

特性・選定基準は、以下のとおりです。 

①安定的な収益基盤の確立に資する企業 

保守・メンテナンス分野への展開や、設計・施工・保守を一体で提供するビジネスモデルを有

する企業等を対象といたします。これにより、継続的な収益モデルの確立・拡大を図り、利益成

長の確度を高め、景気変動の影響を受けにくい収益基盤の構築を実現してまいります。 

②当社のコア技術である「熱をコントロールする技術」を軸とした事業領域の拡張に資する企業 

プラント・船舶・エネルギー分野における高付加価値ビジネスの拡大に資する企業、防熱・断

熱・保冷・防音等の機能性材料・工法やエンジニアリング機能を有する企業等を対象といたしま

す。これにより、産業インフラ領域及び環境領域における事業基盤の強化及び収益力の向上を図

ります。 

③施工能力強化及びバリューチェーン強化に資する企業 

 施工・エンジニアリング機能を有する企業等を対象といたします。また、設計・施工・保守に

至る一体型の提供体制の構築や、施工領域における人材不足への対応を目的として、工事会社と

のＭ＆Ａ又は戦略的提携も推進してまいります。これにより、製造・販売・施工を一体で提供す
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る当社の強みをさらに強化するとともに、品質・コスト・納期等のコントロール力の強化及び収

益性の向上を図ります。 

 

当社は、上記の３つの観点に基づき、既存事業との戦略的適合性及び中長期的な収益貢献が明確

な案件に限定し、選択的かつ積極的に投資を検討してまいります。また、国内案件を基盤としつ

つ、技術獲得や市場拡張に資する海外案件についても、検討を進めてまいります。 

 

本新株予約権により調達した資金の支出予定時期は 2026年６月から 2029年６月を予定しており

ますところ、当該期間において、合計投資金額約 30～50億円、１～２件程度のＭ＆Ａ又は戦略的提

携を実施する計画です。 

当社は、日常的に多数の案件情報を入手し、多様な業種・業態に関する複数の案件につき検討又

は交渉を順次進めております。今後も、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携における投資機会を数多く想定して

おり、当社グループの持続的成長にとって有益な案件が出てきた場合には、その投資機会を逸する

ことのないよう、かつ相手方との交渉を有利に進める観点からも、十分な自己資金を確保しておく

ことが必要であると考えております。 

 

以上より、本新株予約権による調達資金合計 2,839百万円は、当社グループにおけるさらなる事

業拡大、収益力強化及び財務基盤の強化を目的として、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資

金に充当し、企業価値の持続的な向上を図ってまいります。 

 

なお、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携案件が成立・確定した場合には、法令等に従い適時適切に開示いた

します。他方で、仮に支出予定期間内に具体的な案件についてＭ＆Ａ又は戦略的提携の実行に至ら

なかった場合においても、引き続きＭ＆Ａ又は戦略的提携の検討を継続する予定であり、現時点で

は資金使途の変更は予定しておりません。但し、将来においてＭ＆Ａ又は戦略的提携に関する当社

方針に変更が生じた場合など、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携の検討・実行を停止することとなった場合に

は、本資金調達により調達した資金については、代替使途として、設備投資、研究開発投資、ＤＸ

投資、人的資本投資資金等に充当する可能性があります。資金使途の変更を行う場合には速やかに

開示いたします。 

 

また、本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は新株予約権者の判断に依存

し、また株価が行使価額を下回る状況等では権利行使がされず、本新株予約権の行使価額は調整さ

れる可能性があるため、現時点において調達できる資金の額及び時期は確定したものではなく、現

時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期に差異が発生する可能性があります。 

本新株予約権が行使されずに調達資金が不足した場合においても、原則として、上記Ｍ＆Ａ又は

戦略的提携のための成長投資を実施していく方針に変更はなく、当該資金使途につき資金が不足す

る分に関しては、手元資金又は金融機関からの借入金を充当する予定であり、状況に応じて、調達

コストを勘案しつつ新たな増資等も含めた追加の資金調達方法を検討することにより不足分を補完

する予定です。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

 今回の資金調達が予定どおり実現されれば、上記「２．募集の目的及び理由 （１）募集の目的」、

「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載した取

組みに必要な資金を獲得できると考えております。この資金を有効に活用することによって、当社の成

長戦略を実行し企業価値の向上を実現することは、既存株主の利益にもつながるため、当該資金の使途

は一定の合理性を有していると判断しております。 

 

５．発行条件等の合理性 
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（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関である株式会社Stewart McLaren（所在地：東京都港区白

金台五丁目９番５号、代表取締役：小幡治）に算定を依頼しました。当社は、財務アドバイザーである

ストームハーバー証券株式会社より、当該算定機関の紹介を受けたところ、当該算定機関が新株予約権

の発行実務及び価値評価に関する十分な専門知識・経験を有すると認められること、当社との間に資本

関係・人的関係等はなく、また、当該算定機関は当社の会計監査を行っている者でもないため当社との

継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣から一定程度独立していると認められること等に鑑み、当該

算定機関を本新株予約権の第三者算定機関として選定いたしました。 

当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定手法の決定に当たって、境界条件から解析的に解を求

めるブラック・ショールズ方程式や格子モデルといった他の価格算定手法との比較及び検討を実施した

上で、一定株数及び一定期間の制約の中で段階的な権利行使がなされること、並びに本新株予約権の発

行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本買受契約に定められたその他の諸条件を適切に算定結

果に反映できる価格算定手法として、一般的な価格算定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を

基礎とした数値計算手法（モンテカルロ法）を用いて本新株予約権の評価を実施しています。 

汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法（モンテカルロ法を含む）は、新株予約

権の原資産である株式の価格が汎用ブラック・ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動する

と仮定し、その確率過程に含まれる標準正規乱数を繰り返し発生させて将来の株式の価格経路を任意の

試行回数分得ることで、それぞれの経路上での新株予約権権利行使から発生するペイオフ（金額と時期）

の現在価値を求め、これらの平均値から理論的な公正価値を得る手法です。 

当該算定機関は、本新株予約権の権利行使価額（本第１回新株予約権 2,000 円、本第２回新株予

約権 2,500 円）及びその他の諸条件、新株予約権の発行決議に先立つ算定基準日である 2026年５月

21 日における当社普通株式の株価終値 1,352 円／株、当社普通株式の価格の変動率（ボラティリ

ティ）27.26％（過去 3.05 年間の日次株価を利用）、満期までの期間 3.05 年、配当利率 4.34％、非

危険利子率 1.68％、当社の行動、割当予定先の行動を考慮して、一般的な価格算定モデルである汎

用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて、本新株予約権の評価を実施し

ました。 

なお、上記「２．募集の目的及び理由 （２）資金調達方法の概要」に記載のとおり、本新株予約

権の行使価額 2,000 円・2,500 円につきましては、2027 年３月期の当期純利益・想定ＥＰＳ、中期経

営計画とは別途に定める 2028年３月期以降の当期純利益・想定ＥＰＳ、並びに、当社内部の経営指標

として定めるＰＥＲ・ＰＢＲ・最低目標株価・最低目標時価総額等を考慮し設定しております。 

本新株予約権の価値評価にあたっては、当社は、2026 年６月９日以降、金融商品取引所における当社

普通株式の普通取引の終値が、20 取引日連続して、当該各取引日における行使価額の 200％を超えた場

合、当社取締役会が別途定める日(取得日)の２週間前までに割当予定先に対する通知を行うことにより、

当該取得日において本新株予約権１個につき発行価額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又

は一部を取得することができると想定しており、当社は基本的に割当予定先による権利行使を待つもの

としています。また、当社に付された取得条項は、発行要項上、2026 年６月９日以降、いつでも行使す

ることが可能な権利とされております。 

なお、上記のとおり、当社は、株価が一定程度上昇した場合、残存する本新株予約権を全部取得する

ものと想定しており、当該評価においてはその水準を当該各取引日における行使価額の 200％以上と

なった場合と設定しております。発行要項上取得条項は任意コール(ソフトコール)であり、同条項が発

動される具体的な株価水準は定められていません。通常任意コールの発動は取得者の収益が正の値を取

る場合に行われるため、この発動水準を行使価額の 100％と設定する場合もあります。しかし、本新株

予約権の算定においてはこの発動水準を保守的に設定し、2026 年６月９日以降、金融商品取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値が、20 取引日連続して、当該各取引日における行使価額の 200％を超

えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(取得日)の２週間前までに割当予定先に対する通知を

行うことにより、当該取得日において本新株予約権１個につき発行価額で、当該取得日に残存する本新

株予約権の全部又は一部を取得することができると想定しております。発動水準を 200％と設定した理
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由は、当社がより有利な代替資金調達手法を確保することという既存株主の保護の観点を加味し、代替

資金調達コストをCAPMと調達金利から10％程度と見積もり、取得条項を発動する株価水準は、行使価額

に代替資金調達コストを加えた水準をさらに保守的に設定しました。これは、株価が当該水準を超えた

場合、対象新株予約権による資金調達よりも代替の資金調達の方が、調達コストが安価となり、企業が

株主価値の最大化のため取得条項を発動することが合理的と考えられるためです。 

また、割当予定先の行動は、当社株価が権利行使価格を上回っている場合に随時権利行使を行い、取

得した株式を直近１年間にわたる当社普通株式の１日当たり平均売買出来高の約 10％で売却することと

仮定しております。 

これらの算定方法により、当該算定機関の算定結果として、本第１回新株予約権の１個当たりの払

込金額は 486円、本第２回新株予約権の１個当たりの払込金額は 263円となりました。 

本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性の

ある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられている汎用ブ

ラック・ショールズ方程式を用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理

的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額を参考に、当該評価額を下

回らない範囲で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の払込金額は、

有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 

さらに、当社監査役３名全員（うち会社法上の社外監査役２名）から、会社法上の職責に基づいて以

下の各点を確認し審議を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判

断について、法令に違反する重大な事実は認められず、適法である旨の見解を得ております。 

(ⅰ)本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識及び経験が必

要であると考えられ、第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren がかかる専門知識及び経

験を有すると認められること 

(ⅱ)当社と株式会社 Stewart McLaren との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計監査を行っ

ているものでもないことから、当社の継続的な契約関係は存在せず、当社経営陣から一定程度独

立していると認められること 

(ⅲ)当社取締役がそのような株式会社 Stewart McLaren に対して本新株予約権の価値評価を依頼して

いること 

(ⅳ)本新株予約権の価値評価に当たっては、株式会社 Stewart McLaren が本新株予約権の発行要項に

基づいて本新株予約権の価値評価を行い、評価報告書を提出していること 

(ⅴ)本新株予約権の発行に係る決議を行った取締役会において、株式会社 Stewart McLaren 作成に係

る評価報告書を参考にしつつ、当社取締役による具体的な説明を踏まえて検討が行われているこ

と 

(ⅵ)本新株予約権の発行プロセス及び発行条件についての考え方並びに新株予約権の発行に係る実務

慣行について、当社の財務アドバイザーであるストームハーバー証券株式会社から当社取締役に

対して具体的な説明が行われており、かかる説明を踏まえた上で当社取締役が金融商品取引法そ

の他の法令に基づき本新株予約権の発行のための諸手続きを行っていること 

(ⅶ)本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、株式会社 Stewart McLaren が公正な評価額に影響

を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に

用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していること 

(ⅷ)上記(ⅶ)により株式会社 Stewart McLaren の算定結果は合理的な公正価格であると認められると

ころ、割当予定先との協議も経た上で、本新株予約権の払込金額が算定結果である評価額と同額

で決定されていること 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権の目的である株式の総数は、本第１回新株予約権 650,000 株及び本第２回新株予約権

650,000 株であり、本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は 1,300,000 株（議決権数

13,000 個）であります。2026 年３月 31 日現在の当社発行済株式総数 7,778,000 株（自己株式及び単元
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未満株式を除く当社普通株式に係る議決権数 55,757 個）を分母とする希薄化率は 16.71％（自己株式及

び単元未満株式を除く当社普通株式に係る議決権の総数に対する割合は 23.32％。小数第３位四捨五入）

の希薄化をもたらすこととなります。 

しかしながら、前述のとおり今回の資金調達における資金使途は、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成

長投資資金であり、今回の新株予約権の募集による資金調達を成功させ、上記資金使途に充当すること

で、当社のさらなる企業価値向上を図ることが可能となります。したがいまして、当社といたしまして

は、今回の第三者割当による新株予約権の募集は、当社の企業価値及び株式価値の向上を図るためには

必要不可欠な規模及び数量であると考えております。なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性

が薄れた場合、又は本新株予約権より有利な資金調達方法が利用可能となった場合には、当社の判断に

より、残存する新株予約権を取得できる条項を付すことで、必要以上の希薄化が進行しないように配慮

しております。 

また、本新株予約権が全て行使された場合に交付される当社の普通株式数 1,300,000 株に対し、2026

年５月 21 日から起算した当社株式の過去６か月間における１日あたりの平均売買出来高は 22,451 株、

過去３か月間における１日あたりの平均売買出来高は 24,478株、過去１か月間における１日あたりの平

均売買出来高は 24,363株となっております。したがいまして、市場で売却することによる流通市場への

影響は、行使期間である３年間（年間取引日数：246 日／年営業日で計算）で行使して希薄化規模が最

大となった場合、１日あたりの売却数量は 1,762 株であり、上記過去６か月間における１日あたりの平

均売買出来高の 7.8％にとどまることから、当社株式は、本新株予約権の目的である株式の総数を勘案

しても一定の流動性を有しており、本新株予約権の行使により交付された当社株式の売却は、当社株式

の流動性によって十分に吸収可能であると判断しております。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

  【LCAO】 

① 名 称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund 

② 所 在 地 
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman 

Islands 

③ 設 立 根 拠 等 ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社 

④ 組 成 目 的 投資 

⑤ 組 成 日 2013年３月 11日 

⑥ 出 資 の 総 額 約 668百万米ドル（2025年 12月 31日時点） 

⑦ 
出資者・出資比率・ 

出 資 者 の 概 要 
Long Corridor Alpha Opportunities Feeder Fund, 100％ 

⑧ 
業務執行組合員の概

要 

名 称 
Long Corridor Asset Management 

Limited 

所 在 地 
Three Exchange Square, 8 Connaught 

Place, Central, Hong Kong 

代表者の役職・氏名 ディレクター：James Tu 

事 業 内 容 投資運用業 

資 本 金 8,427,100香港ドル 

⑨ 国内代理人の概要 

名 称 該当事項はありません 

所 在 地 該当事項はありません 

代表者の役職・氏名 該当事項はありません 

事 業 内 容 該当事項はありません 

資 本 金 該当事項はありません 

⑩ 
当社と当該ファンド 

と の 間 の 関 係 

当社と該当ファンド

と の 間 の 関 係 

該当事項はありません 
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当 社 と 業 務 執 行 

組合員との間の関係 

該当事項はありません 

当社と国内代理人と

の 間 の 関 係 

該当事項はありません 

 

【MAP246】 

① 名 称 MAP246 Segregated Portfolio 

② 所 在 地 
190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008 Cayman 

Islands 

③ 設 立 根 拠 等 

ケイマン諸島法に基づく分離ポートフォリオ会社（Segregated 

Portfolio Company）の分離ポートフォリオ（ Segregated 

Portfolio） 

④ 組 成 目 的 投資 

⑤ 組 成 日 2019年８月 11日 

⑥ 出 資 の 総 額 開示の同意を得られていないため、記載しておりません。 

⑦ 
出資者・出資比率・ 

出 資 者 の 概 要 
開示の同意を得られていないため、記載しておりません。 

⑧ 
業務執行組合員の概

要 

名 称 
Long Corridor Asset Management 

Limited 

所 在 地 
Three Exchange Square, 8 Connaught 

Place, Central, Hong Kong 

代表者の役職・氏名 ディレクター：James Tu 

事 業 内 容 投資運用業 

資 本 金 8,427,100香港ドル 

⑨ 国内代理人の概要 

名 称 該当事項はありません 

所 在 地 該当事項はありません 

代表者の役職・氏名 該当事項はありません 

事 業 内 容 該当事項はありません 

資 本 金 該当事項はありません 

⑩ 
当社と当該ファンド 

と の 間 の 関 係 

当社と該当ファンド

と の 間 の 関 係 

該当事項はありません 

当 社 と 業 務 執 行 

組合員との間の関係 

該当事項はありません 

当社と国内代理人と

の 間 の 関 係 

該当事項はありません 

 

【BEMAP】 

① 名 称 BEMAP Master Fund Ltd. 

② 所 在 地 
Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, 

Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 

③ 設 立 根 拠 等 ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社 

④ 組 成 目 的 投資 

⑤ 組 成 日 2017年１月 25日 

⑥ 出 資 の 総 額 開示の同意を得られていないため、記載しておりません。 

⑦ 
出資者・出資比率・ 

出 資 者 の 概 要 
開示の同意を得られていないため、記載しておりません。 



24 

 

⑧ 
業務執行組合員の概

要 

名 称 
Long Corridor Asset Management 

Limited 

所 在 地 
Three Exchange Square, 8 Connaught 

Place, Central, Hong Kong 

代表者の役職・氏名 ディレクター：James Tu 

事 業 内 容 投資運用業 

資 本 金 8,427,100香港ドル 

⑨ 国内代理人の概要 

名 称 該当事項はありません 

所 在 地 該当事項はありません 

代表者の役職・氏名 該当事項はありません 

事 業 内 容 該当事項はありません 

資 本 金 該当事項はありません 

⑩ 
当社と当該ファンド 

と の 間 の 関 係 

当社と該当ファンド

と の 間 の 関 係 

該当事項はありません 

当 社 と 業 務 執 行 

組合員との間の関係 

該当事項はありません 

当社と国内代理人と

の 間 の 関 係 

該当事項はありません 

 

（注）割当予定先である MAP246 及び BEMAP の出資額、主たる出資者及び出資比率については、当

社がストームハーバー証券（住所：東京都港区赤坂一丁目 12番 32号、代表取締役社長：渡

邉佳史）を通じて、LCAO、MAP246及びBEMAPと一任契約を締結し、その運用を行っている、

香港に所在する機関投資家である Long Corridor Asset Management Limited（香港 SFC登録

番号：BMW115）（以下、「LCAM」といいます。）の Investment Advisorである Long Corridor 

Global Asset Managementの日本代表である西健一郎氏に確認したものの、開示の同意が得

られていないため、記載しておりません。開示の同意を行わない理由につきましては、

MAP246 及び BEMAP と LCAM との間で締結した秘密保持契約に基づき守秘義務を負っているた

めと聞いております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、事業基盤の強化・成長戦略の実現に向

けて各取り組みを進めており、間接金融からの調達のみならず、直接金融からの調達も含め、資金調達

方法を模索してまいりました。 

そのような中で、2025年８月上旬頃、当社代表取締役社長と面識のある金融機関よりストームハー

バー証券株式会社（所在地：東京都港区赤坂一丁目 12番 32号、代表取締役社長：渡邉佳史。以下、「ス

トームハーバー証券」といいます。）の紹介を受け、当社の資本政策等に関する情報提供及び助言をいた

だくとともに、資金調達スキームの提案を受け、検討を進めておりました。 

当社は、長期経営構想「Vision2033」及び「2026中期経営計画」に掲げる成長戦略を着実に実行して

いくため、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金を十分に確保する必要があったことから、2026

年３月下旬頃、上記ストームハーバー証券から提案のあった資金調達について本格的に準備を開始する

こととし、ストームハーバー証券を当社の財務アドバイザーとして起用することといたしました。 

ストームハーバー証券は、2009年に設立されたグローバルな金融市場に精通した独立系投資銀行であ

り、国内又は海外の機関投資家引受によるエクイティファイナンスやＭ＆Ａ・資本業務提携等、顧客企

業の財務戦略・資本政策に関するアドバイザリー業務を幅広く展開しております。ストームハーバー証

券は、顧客企業の財務アドバイザーとして、資金調達スキームを立案・構築した上で、そのグローバル

なネットワークを活用して複数の国内又は海外の機関投資家の中から顧客企業の資金調達戦略に適する

と考えられる割当先を選定し、本資金調達を含む財務戦略・資本政策全般に関する助言等を行う役割・
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機能を担っております。 

ストームハーバー証券からは、当社の財務アドバイザーとして、割当先の紹介のみならず、本資金調

達の実務面のプロセス等を含めて多岐にわたり助言・支援をいただけること、ストームハーバー証券が

国内上場企業のエクイティファイナンス等に関する財務アドバイザーとして多数の実績を有すること、

本資金調達以外の面においても当社の財務戦略及び資本政策全般に関して継続的に助言・支援をいただ

けること等から、当社は、ストームハーバー証券を本資金調達に関する財務アドバイザーとして起用い

たしました。 

その後、当社は、2026年４月上旬頃、ストームハーバー証券より割当予定先の紹介を受け、ストーム

ハーバー証券を通じて LCAMより、LCAMが一任契約に基づき運用を行っている LCAO、MAP246及び BEMAP

に対する第三者割当による本新株予約権発行の提案を受けました。なお、ストームハーバー証券は、こ

れまでも、LCAMが一任契約に基づき運用を行っている LCAO、MAP246及び BEMAPを割当先とするエクイ

ティファイナンスの案件を手掛けた実績があります。 

LCAMは、香港本拠のマルチストラテジーファンドであり、その運用資金の主体は世界的大手機関投資

家を含む機関投資家からのものであること、本拠地の香港に加え、東京に拠点を持ち、アジアの主要

マーケットをカバーした投資プラットフォームを有しており、株式等を中心に様々なアセットクラスに

投資し、事業会社に対するファンダメンタルズ分析に基づき投資を検討していること、投資形態は柔軟

であり、経営には一切関与しない友好的な純投資家であること、LCAO、MAP246及び BEMAPは、LCAMが一

任契約に基づき運用を行っているケイマンに所在する免税有限責任資産運用会社（Exempted Company in 

Cayman with Limited Liability）及び分離ポートフォリオ会社（Segregated Portfolio Company）の分

離ポートフォリオ（Segregated Portfolio）であることについて、ストームハーバー証券からの報告及

び LCAMの Investment Advisorである Long Corridor Global Asset Managementの日本共同代表者伊藤

治氏との面談等を通じて確認しております。 

また、当社は、2026年３月 25日付「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ

－３）による自己株式の買付けに関するお知らせ」及び同月 26日付「自己株式立会外買付取引（ＴｏＳ

ＴＮｅＴ－３）による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ」に記載のとお

り、経営環境の変化に対応した将来の機動的な資本政策を遂行することを目的として、自己株式の取得

を実施し、合計 2,150,000株の自己株式を取得いたしました（2025年３月 31日時点における自己株式

を除く発行済株式総数に対する割合：約 27.71％、取得価額：2,934,750,000円）。 

当社は、上記自己株式取得により取得した自己株式の活用方法を検討する必要があったところ、ス

トームハーバー証券及び割当予定先から提案を受けた資金調達スキームは、自己株式の効率的な活用が

可能であるとともに、当社株価が現状株価よりも高い水準（2,000円・2,500円）に達した局面において

段階的に自己資本を増強することが可能な資金調達スキームであったことから、当社の今後の成長戦略

に資する資金調達方法であると判断いたしました。 

当社は、以上の内容に基づき、本第三者割当について検討を進めた結果、本提案が当社の資金調達

ニーズを満たすものであること、当社株式の流動性向上及び資本効率の改善に資するものであること、

LCAMのこれまでの国内での活動及び実績や保有方針等を総合的に勘案し、LCAMが一任契約に基づき運用

を行っている LCAO、MAP246及び BEMAPを本新株予約権の割当予定先とすることが適切であると判断いた

しました。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

割当予定先である LCAO、MAP246 及び BEMAP との間で、本新株予約権の行使により取得する当社株式

について、継続保有及び預託の取り決めはありません。なお、本新株予約権の行使後の当社株式に関す

る割当予定先の保有方針は純投資であり短期保有目的である旨、割当予定先の資産運用を一任されてい

る LCAMの Investment Advisorである Long Corridor Global Asset Managementの日本共同代表者伊藤

氏から口頭で確認しております。当社と割当予定先の資産運用を一任されている LCAM との協議におい

て、本新株予約権の行使により取得する当社株式については、割当予定先が適宜市場売却等の方法によ

り、市場の状況等を勘案し、株価への悪影響を極力排除する様に努めることを前提に適宜売却する方針



26 

 

である旨を口頭で確認しております。 

 なお、本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発

生後、本新株予約権引受契約を締結する予定です。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当予定先のうち LCAOについて、2025年 12月期の Ernst&Youngによる監査済み財務書類及

び LCAO の保有財産の裏付けとなるプライム・ブローカーの 2026 年４月 23 日から同月 24 日現在までに

おける残高証明書を確認するとともに、LCAO より資金拠出を確約するコミットメントレターを受領して

おります。当社は、LCAOの財務書類に記載されるキャッシュフロー上の入出金の金額及びLCAOが現在運

用している資金の残高を確認するとともに、上記残高証明書の日付以降 LCAOの保有財産に重大な変更が

ないことを上記書類の確認と併せて割当予定先の資産運用を一任されている LCAMの Investment Advisor

である Long Corridor Global Asset Managementの日本共同代表者伊藤氏からのヒアリングにより確認

いたしました。 

 同様に、当社は、割当予定先のうち MAP246について、2025年 12月期の Grant Thorntonによる監査

済み財務書類及び MAP246の保有財産の裏付けとなるプライム・ブローカーの 2026年４月 23日から同月

24日現在までにおける残高証明書を確認するとともに、MAP246より資金拠出を確約するコミットメント

レターを受領しております。当社は、MAP246 の財務書類に記載されるキャッシュフロー上の入出金の金

額及び MAP246 が現在運用している資金の残高を確認するとともに、上記残高証明書の日付以降 MAP246

の保有財産に重大な変更がないことを上記書類の確認と併せて割当予定先の資産運用を一任されている

LCAMの Investment Advisorである Long Corridor Global Asset Managementの日本共同代表者伊藤氏か

らのヒアリングにより確認いたしました。 

同様に、当社は、割当予定先のうち BEMAPについて、2024年 12月期の Deloitte & Toucheによる監査

報告書及び BEMAPの保有財産の裏付けとなるプライム・ブローカーの 2026年４月 23日から同月 24日現

在までにおける残高証明書を確認するとともに、BEMAP より資金拠出を確約するコミットメントレター

を受領しております。当社は、BEMAP の財務書類に記載されるキャッシュフロー上の入出金の金額及び

BEMAPが現在運用している資金の残高を確認するとともに、上記残高証明書の日付以降BEMAPの保有財産

に重大な変更がないことを上記書類の確認と併せて割当予定先の資産運用を一任されている LCAM の

Investment Advisorである Long Corridor Global Asset Managementの日本共同代表者伊藤氏からのヒ

アリングにより確認いたしました。 

したがって、本新株予約権の発行に係る払込み及び本新株予約権の行使に要する資金の確保状況につ

いて問題はないものと判断しております。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

割当予定先と当社及び当社の特別利害関係者等との間において、本新株予約権の行使により取得する

当社普通株式に関連して株券貸借に関する契約を締結しておらず、またその予定もありません。 

 

（６）割当予定先の実態等 

当社は、①割当予定先及び LCAM、②割当予定先の出資者及びディレクター、並びに③LCAM の出資者

及びディレクター（以下、「割当予定先関係者」と総称します。）が、反社会的勢力と何らかの関係を有

しているか否かについて、第三者調査機関である株式会社セキュリティ＆リサーチ（住所：東京都港区

赤坂二丁目 16番６号、代表取締役：羽田寿次）に調査を依頼しました。割当予定先である MAP246につ

いては、英国領ケイマン島に設立された分離ポートフォリオ会社（Segregated Portfolio Company）で

ある LMA SPC の分離ポートフォリオ（Segregated Portfolio）であることから、調査対象を LMA SPC

（所在地：190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008 Cayman Islands、代表者：Jon 

Scott Perkins（Director）、Robert Swan（Director））としております。なお、LCAMは、割当予定先が

保有する株券について、株主としての権利行使を行う権限若しくはその指図権限又は投資権限を実質的

に有しております。 
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当該調査の結果、割当予定先関係者について、反社会的勢力である又は反社会的勢力と何らかの関係

を有している旨の報告はありませんでした。以上のことから、当社は割当予定先及び割当予定先の主な

出資者並びに業務執行組合員が反社会的勢力とは一切関係していないと判断しており、その旨の確認書

を東京証券取引所に提出しております。 

 

７．第三者割当前後の大株主及び持株比率 

割当前（2026年３月 31日現在） 

太平洋セメント株式会社 20.36％ 

明治安田生命保険相互会社（常任代理人株式会社日本カストディ

銀行） 

4.12％ 

INTERACTIVE BROKERS LLC（常任代理人インタラクティブ・ブ

ローカーズ証券株式会社） 

2.77％ 

エーアンドエーマテリアル社員持株会 2.67％ 

有限会社翔美 1.53％ 

株式会社不二商会 1.52％ 

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 1.39％ 

松井証券株式会社 1.32％ 

有限会社福田商事 1.07％ 

高橋 慧 1.01％ 

（注）１．割当前の持株比率は、2026年３月31日現在の株主名簿上の株式数を基準として、自己株式を

除く発行済株式総数に対する所有株式数の割合を算出したものであり、小数点第３位を四捨

五入して算出しております。 

２．割当予定先による長期保有は見込んでおりませんので、割当後の状況は記載しておりません。 

３．割当予定先が本新株予約権を行使した場合、当社が保有する自己株式（1,300,000 株）を充

当する予定です。 

 

８．今後の見通し 

本第三者割当は、当社の自己資本及び手元資金の拡充に寄与するとともに、今回の調達資金を上記

「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」記載の使途に

充当することにより、当社の中長期的な企業価値の向上に資するものと考えておりますが、現時点で当

期の業績に与える影響はありません。なお、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたしま

す。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本第三者割当は、希薄化率が 25％未満であること、支配株主の異動を伴うものではないこと、新株予

約権が全て行使された場合であっても支配株主の異動が見込まれるものではないことから、東京証券取

引所の定める有価証券上場規程第 432 条及び福岡証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第２条  

に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期 

売 上 高 41,282百万円 43,421百万円 45,700百万円 

営 業 利 益 2,318百万円 1,916百万円 1,674百万円 

経 常 利 益 2,403百万円 1,885百万円 1,614百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益 2,699百万円 △120百万円 1,701百万円 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 352.48円 △15.77円 226.52円 
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１ 株 当 た り 配 当 金 50.00円 60.00円 60.00円 

１ 株 当 た り 純 資 産 2,471.28円 2,430.16円 3,104.23円 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2026年５月 22日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 7,778,000株 100.00％ 

現時点の行使価額における潜在株式数 － － 

下限値の行使価額における潜在株式数 － － 

上限値の行使価額における潜在株式数 － － 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期 

始  値 905円 1,393円 1,169円 

高  値 1,411円 1,460円 1,665円 

安  値 891円 995円 1,000円 

終  値 1,402円 1,156円 1,391円 

 

② 最近６か月間の状況 

 
2025年 

12月 

2026年 

１月 
２月 ３月 ４月 ５月 

始  値 1,281円 1,415円 1,429円 1,450円 1,403円 1,352円 

高  値 1,417円 1,462円 1,665円 1,460円 1,445円 1,429円 

安  値 1,250円 1,390円 1,366円 1,300円 1,334円 1,326円 

終  値 1,404円 1,435円 1,457円 1,391円 1,364円 1,352円 

（注）2026年５月の株価については、2026年５月 21日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2026年５月 21日現在 

始  値 1,355円 

高  値 1,358円 

安  値 1,349円 

終  値 1,352円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 該当事項はありません。 

 

11．発行要項 

別紙記載のとおり  
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別紙１ 

株式会社エーアンドエーマテリアル 

第１回新株予約権発行要項 

 

１．本新株予約権の名称 

 株式会社エーアンドエーマテリアル第１回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

２．本新株予約権の払込金額の総額 

   金 3,159,000円 

３．申 込 期 日 

 2026年６月８日 

４．割当日及び払込期日 

 2026年６月８日 

５．募 集 の 方 法 

 第三者割当ての方法により、以下の者に次のとおり割り当てる。 

Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund   4,810個 

MAP246 Segregated Portfolio               520個 

BEMAP Master Fund Ltd.      1,170個 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 650,000 株とする（本新株予

約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は、当社普通株式 100 株とす

る｡）。但し、本項第(２)号乃至第(５)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権

の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(２) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を行う場

合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切

り捨てる。なお、かかる算式における株式分割等の比率は、株式分割等後の発行済普通株式総数

を株式分割等前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

（３） 当社が第 10項の規定に従って行使価額（第９項第(２)号に定義する｡）の調整を行う場合（但

し、株式分割等を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、

調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び

調整後行使価額は、第 10項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

(４) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 10項第

(２)号及び第(５)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と

同日とする。 

(５) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新

株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨及

びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書

面で通知する。但し、第 10 項第(２)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を

行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数 

 6,500個 

８．各本新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個当たり金 486円（本新株予約権の払込金額の総額 金 3,159,000円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数  × 調整前行使価額  

調 整 後 行 使価 額 
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(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使

に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という。）に割当株式

数を乗じた額とする。 

(２) 本新株予約権の行使価額は、2,000 円とする。但し、行使価額は第 10 項の定めるところに従い

調整されるものとする。 

10．行使価額の調整 

(１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の発行済普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行

使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する（以下、調整された後の行使価額を「調整

後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。）。 

      新発行・処

分普通株式

数 

× １株当たりの 

払 込 金 額 

調 整 後

行使価額 
＝ 調 整 前

行使価額 
× 

既 発 行 

普通株式数 
＋ 

時 価 

既発行普通株式数 ＋ 
新発行・処分 

普通株式数 

(２) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、

次に定めるところによる。 

① 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は

当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡） 

調整後行使価額は、払込期日（払込期間を定めた場合はその最終日とする｡）の翌日以降、

又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場

合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により当社普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社

に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行（無償割当の場合を含む。）

する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）その他の証券又は権利を発行（無償割当の場合を含む。）する場合（但し、当社の取

締役及び従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員を対象とするストック・オプションの

発行又は 2026 年５月 22 日の当社取締役会決議に基づく株式会社エーアンドエーマテリアル第

２回新株予約権の発行を除く。） 

調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全てが当初の取得価額で取得さ

れ又は当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式

を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む。）の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための

基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む｡）の取得と引換えに本項第(４)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株

式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場

合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。 

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主

総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわら

ず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、

当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権
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者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

株式数 

 

＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り  

当該期間内に交付された株式数  

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(３) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 0.1 円未満にと

どまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が

発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使

価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(４)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、上記第

（２）号⑤の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単

純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための

基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用

する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有

する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(２)号②の場合には、行使価額調整式で

使用する新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てら

れる当社の普通株式数を含まないものとする｡ 

(５) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本

新株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額の調

整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価

額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(６) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(２)号⑤に定める場合その他適用

開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行

う。 

11．本新株予約権を行使することができる期間 

2026 年６月９日から 2029 年６月８日までとする。なお、行使期間最終日が営業日でない場合は

その前営業日を最終日とする。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないもの

とする。 

① 振替機関が本新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日 

② 第 14 項に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であっ

て、当社が、行使請求を停止する期間（当該期間は１か月を超えないものとする。）その他必要事

項を当該期間の開始日の１か月前までに本新株予約権者に通知した場合における当該期間 

12．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

13．本新株予約権の取得 

当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条

第２項（残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第273条第２項及び第274条第３項）
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の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の２週間前までに通知又は公告を行った上で、当該

取得日に本新株予約権の払込金額相当額を支払うことにより、残存する本新株予約権の全部又は一

部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うもの

とする。 

14．組織再編行為による新株予約権の交付 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社とな

る吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子

会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付（以下「組織再編行為」

と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約

権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会

社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社（以下「再編当事会社」

と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。 

 (１) 新たに交付される新株予約権の数 

     本新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理

的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。 

(２) 新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類 

    再編当事会社の同種の株式 

(３) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

    組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。 

(４) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 0.1 円未満の端数は切り上げ

る。 

(５) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編行為の場合の

新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行す

る場合における増加する資本金及び資本準備金 

    第 11項乃至第 14項、第 16項及び第 17項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

15．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合、第 11 項に定める行使期間中に第 20 項記載の行使請求受付場所

に対して、行使請求に必要な事項を通知しなければならない。 

(２) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本

新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第 21 項に定める払込取扱場

所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 20項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の

全ての通知が到達し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前

号に定める口座に入金された日に発生する。 

(４) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。 

16．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

17．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計

算規則第 17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結

果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から

増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

18．株式の交付方法 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口

座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

19．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 
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本発行要項及び割当先との間で締結した引受契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算

定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、ボラティリティ、当

社株式の流動性、当社及び割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提を置いて評価した結

果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を金 486円とした。 

20．行使請求受付場所 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

21．払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 大手町営業部 

22．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部に

ついて同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振

替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

23．振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町７番１号 

24．その他 

(１) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当

社は必要な措置を講じることができる。 

(２) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長

に一任する。 

(３) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力の発生を条件とする。 

 

以  上 
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別紙２ 

株式会社エーアンドエーマテリアル 

第２回新株予約権発行要項 

 

１．本新株予約権の名称 

 株式会社エーアンドエーマテリアル第２回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

２．本新株予約権の払込金額の総額 

   金 1,709,500円 

３．申 込 期 日 

 2026年６月８日 

４．割当日及び払込期日 

 2026年６月８日 

５．募 集 の 方 法 

 第三者割当ての方法により、以下の者に次のとおり割り当てる。 

Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund   4,810個 

MAP246 Segregated Portfolio           520個 

BEMAP Master Fund Ltd.      1,170個 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 650,000 株とする（本新株予

約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は、当社普通株式 100 株とす

る｡）。但し、本項第(２)号乃至第(５)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権

の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(２) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を行う場

合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切

り捨てる。なお、かかる算式における株式分割等の比率は、株式分割等後の発行済普通株式総数

を株式分割等前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

（３） 当社が第 10項の規定に従って行使価額（第９項第(２)号に定義する｡）の調整を行う場合（但

し、株式分割等を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、

調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び

調整後行使価額は、第 10項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

(４) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 10項第

(２)号及び第(５)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と

同日とする。 

(５) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新

株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨及

びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書

面で通知する。但し、第 10 項第(２)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を

行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数 

 6,500個 

８．各本新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個当たり金 263円（本新株予約権の払込金額の総額 金 1,709,500円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数  × 調整前行使価額  

調 整 後 行 使価 額 
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(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使

に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という。）に割当株式

数を乗じた額とする。 

(２) 本新株予約権の行使価額は、2,500 円とする。但し、行使価額は第 10 項の定めるところに従い

調整されるものとする。 

10．行使価額の調整 

(１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の発行済普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行

使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する（以下、調整された後の行使価額を「調整

後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。）。 

      新発行・処

分普通株式

数 

× １株当たりの 

払 込 金 額 

調 整 後

行使価額 
＝ 調 整 前

行使価額 
× 

既 発 行 

普通株式数 
＋ 

時 価 

既発行普通株式数 ＋ 
新発行・処分 

普通株式数 

(２) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、

次に定めるところによる。 

① 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は

当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡） 

調整後行使価額は、払込期日（払込期間を定めた場合はその最終日とする｡）の翌日以降、

又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場

合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により当社普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社

に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行（無償割当の場合を含む。）

する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）その他の証券又は権利を発行（無償割当の場合を含む。）する場合（但し、当社の取

締役及び従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員を対象とするストック・オプションの

発行又は 2026 年５月 22 日の当社取締役会決議に基づく株式会社エーアンドエーマテリアル第

１回新株予約権の発行を除く。） 

調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全てが当初の取得価額で取得さ

れ又は当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式

を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む。）の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための

基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む｡）の取得と引換えに本項第(４)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株

式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場

合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。 

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主

総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわら

ず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、

当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権
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者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

株式数 

 

＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(３) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 0.1 円未満にと

どまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が

発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使

価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(４)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、上記第

（２）号⑤の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単

純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための

基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用

する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有

する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(２)号②の場合には、行使価額調整式で

使用する新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てら

れる当社の普通株式数を含まないものとする｡ 

(５) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本

新株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額の調

整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価

額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(６) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(２)号⑤に定める場合その他適用

開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行

う。 

11．本新株予約権を行使することができる期間 

2026 年６月９日から 2029 年６月８日までとする。なお、行使期間最終日が営業日でない場合は

その前営業日を最終日とする。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないもの

とする。 

① 振替機関が本新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日 

② 第 14 項に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であっ

て、当社が、行使請求を停止する期間（当該期間は１か月を超えないものとする。）その他必要事

項を当該期間の開始日の１か月前までに本新株予約権者に通知した場合における当該期間 

12．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

13．本新株予約権の取得 

当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条

第２項（残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第273条第２項及び第274条第３項）



37 
 

の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の２週間前までに通知又は公告を行った上で、当該

取得日に本新株予約権の払込金額相当額を支払うことにより、残存する本新株予約権の全部又は一

部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うもの

とする。 

14．組織再編行為による新株予約権の交付 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社とな

る吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子

会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付（以下「組織再編行為」

と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約

権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会

社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社（以下「再編当事会社」

と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。 

 (１) 新たに交付される新株予約権の数 

     本新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理

的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。 

(２) 新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類 

    再編当事会社の同種の株式 

(３) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

    組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。 

(４) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 0.1 円未満の端数は切り上げ

る。 

(５) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編行為の場合の

新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行す

る場合における増加する資本金及び資本準備金 

    第 11項乃至第 14項、第 16項及び第 17項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

15．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合、第 11 項に定める行使期間中に第 20 項記載の行使請求受付場所

に対して、行使請求に必要な事項を通知しなければならない。 

(２) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本

新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第 21 項に定める払込取扱場

所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 20項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の

全ての通知が到達し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前

号に定める口座に入金された日に発生する。 

(４) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。 

16．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

17．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計

算規則第 17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結

果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から

増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

18．株式の交付方法 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口

座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

19．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 
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本発行要項及び割当先との間で締結した引受契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算

定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、ボラティリティ、当

社株式の流動性、当社及び割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提を置いて評価した結

果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を金 263円とした。 

20．行使請求受付場所 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

21．払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 大手町営業部 

22．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部に

ついて同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振

替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

23．振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町７番１号 

24．その他 

(１) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当

社は必要な措置を講じることができる。 

(２) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長

に一任する。 

(３) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力の発生を条件とする。 

 

以  上 

 


